
 

船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８神第７１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年１２月１０日（水） ０７時００分ごろ 

発生場所 京都府宮津市宮津港第４区 

二本松三角点から真方位０９８°１,４００ｍ付近 

（概位 北緯３５°３３.６′ 東経１３５°１１.２′） 

事故等調査の経過  平成２０年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 遊漁船 越
こし

ひかりⅢ、５トン未満（全長８.９６ｍ） 

   ２５１―１３５８１京都、個人所有 

Ｂ 漁船 第六恵美須
え び す

丸、０.４トン 

   ＫＴ３－１０８０１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 両舷側舷縁上部に割損が生じ、船外機が濡損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長及び釣り客４人が乗船し、釣り場に向かうため宮津港内の

阿蘇海を東進中、Ｂ船は、船長及び同乗者１人が乗船し、漂泊して刺し網

の揚収中、平成２０年１２月１０日０７時００分ごろ、Ａ船の船首部とＢ

船の右舷中央部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約５０ｍ 

海象：潮汐 低潮時、潮流 微弱な南流 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 霧により視界制限状態にあった宮津港第４区に

おいて、Ａ船は東進中、Ｂ船は漂泊中であった

が、Ａ船がＢ船に気付かず、また、Ｂ船がＡ船の

接近に気付かなかったものと考えられる。 

 Ａ船は、レーダー設備がなかったが、霧のため

著しく視界が制限されていた状況下、出航を見合

わせなかったことは、本事故の発生に関与した可

能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、レーダー設備がなかったが、宮津港第

４区を南下中、霧のため著しく視界が制限される

状況となった際、航行を継続したことは、本事故

の発生に関与した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、霧により視界制限状態にあった宮津港第４区において、Ａ船



 

が東進中、Ｂ船が漂泊中、Ａ船がＢ船に気付かず、また、Ｂ船がＡ船の接

近に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

 




